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Ｈ－２００９６－０１ 

令和２年８月２０日 

原子燃料工業株式会社 

熊取事業所 

熊取事業所第３次設工認 コメント対応整理、補正申請書反映状況表（R2/08/20) 

 

〇７月３０日コメント 

第３次設工認（第２回補正及び第３回補正）事実確認事項（個別事項） 

番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-1 【共通部分の再確認（追加連絡）】 

・(2) 新規制基準に係る最後の設工認申請において、加

工事業変更許可申請書に基づく設計として、申請される

べき全ての建物・構築物及び設備・機器に求められる安

全機能を申請したことを示せるよう管理すること。 

拝承。 

分割申請する設工認申請書には、設工認申請書ごとに「加工事

業変更許可における施設名称と設工認における施設名称の対

比、当該加工施設の設工認への対応状況」（第３次設工認の場

合は添付書類１の添１表２（P352～P412））を添付し、申請する

全ての建物・構築物及び設備・機器の申請状況を管理する。ま

た、当該施設に求められる安全機能は当該設工認申請書の仕様

表に記載し、当該設工認申請書では適合性確認できずに次回以

降の設工認で適合性確認する安全機能は当該仕様表の別表に

記載することにより、最後の設工認申請までに全ての安全機能

を網羅できるように管理している。この管理状況は、設工認申

請書ごとに「本申請の対象とする加工施設に係る技術基準規則

への適合性確認結果」（第３次設工認の場合は添付書類２の添

２表１－１（P435～P437））及び「本申請書の対象とする施設に

係る加工施設の技術基準に関する規則への適合性確認結果（適

合性確認完了時）」（第３次設工認の場合は添付書類２の添２参

考資料１（P534～P536））を添付し一覧できるようにしている。 

― ― 

5-2 【附属書類４ 外部火災・爆発による損傷の防止に関す

る説明書】 

・(4-61)(4-62) の回答で、火災影響評価の計算で、事

業許可で示した計算書を適正化したとの説明があった

が、本申請ではこちらから指摘をして内容の説明を受け

たので良いが、今後の申請においては、事業者から説明

した上で、必要なものについて申請書で明確にするこ

と。 

拝承。 

事業変更許可申請書からの変更については、添１参考資料２等

で明確にしている。また、これらの変更が事業変更許可申請書

で示した基本方針に沿ったものであることを示している。 

今後の申請においては、ご指摘のとおり申請時に変更点を明確

にする。 

― ― 
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番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-8 ・「核燃料物質の臨界防止」については、新規制基準で

技術基準の要求内容に変更がないことから、設備・機器

の改造や核的制限値の見直しがなければ変更が生じる

ものではないので、既認可から変更がないのであれば、

申請書において変更がないことをトレースできるよう、

既認可の認可番号を記載するなどして、明確にするこ

と。 

粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型は改造や核的制限値の見直しがな

く、変更が生じるものではない。当該設備に係る単一ユニット

及び複数ユニットの既認可番号は、いずれも平成 17・04・28 原

第 6号である。 

― ― 

5-9 ・複数ユニットについては、第二領域については次回以

降申請で適合性の確認をするもの、第２－１領域につい

ては第１次設工認申請で審査済みであることから、本申

請で審査するものはないということで良いか。本申請の

審査対象がないのであれば、申請書において明確にする

こと。 

複数ユニットのうち、第二領域については別表ヘ－３－２－２

において次回以降申請で適合性の確認をするものであること

を明確にしている。また、第２－１領域については第１次設工

認申請で審査済みであることから、本申請での審査対象ではな

い。 

― ― 

5-10 ●建物・構築物の地盤・耐震関係 

・(P637) 防護壁における耐震、竜巻の影響評価におい

て杭の固定度を 1.0 として評価していることから杭頭

に曲げモーメントが生じるので、基礎板の断面算定結果

への影響を説明すること。 

【5-46】でまとめて回答する。 ― ― 

5-11 ・ (P22) 技術基準に基づく外部衝撃による損傷防止の

仕様として、旧前室の撤去を記載しているが、どのよう

な考え方で整理しているのか。 

第１加工棟の北側前室撤去は、事業許可に示した第１加工棟の

耐竜巻補強の一環であり２つの前室部分は竜巻による損傷の

おそれがあるため、第１加工棟本体に影響を及ぼすことがない

よう、詳細設計でこの２つの前室を撤去することにしたもので

ある。この変更は、第１加工棟が設計で想定する竜巻に耐える

設計とするとした事業変更許可申請書に記載した基本方針か

ら変更するものではない。 

― ― 

5-12 ・（P21）第１加工棟においてもスクリューパイル EAZET 

の増設があるが、高止まりは問題ないか。 

第１加工棟については、支持層までの間に高止まりが懸念され

るような締まった層厚の厚い粘土層が存在しないため、施工可

能であると考えている。 

― ― 
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〇８月７日コメント 

第３次設工認（第２回補正及び第３回補正）事実確認事項（個別事項） 

番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-16 【工事工程表】 

P261～ 工事工程表の工事の時期を実態に合わせて見直

すこと。 

拝承。 

別添Ⅱの記載を見直す。 

― ― 

5-17 【第１加工棟】○地盤 

・許可 P12 の記載「～屋外に設置する設備・機器は、～

十分に支持することができる地盤に設ける設計とする」

と記載されているが、今回の申請で該当するものはない

のか。確認すること。 

 

今回の申請には、屋外に設置する設備・機器はない。なお、防

護壁 防護壁 No.1 は屋外に設置する構築物として地盤の設計

を記載している。また、遮蔽壁 遮蔽壁 No.1、遮蔽壁 遮蔽壁

No.4 は第１加工棟と構造的に独立していることから地盤の設

計を記載している。 

― ― 

5-18 【第１加工棟】○火災 

・仕様表 P24 において屋外消火栓は、有効範囲を半径

40 m にする旨を記載しているが、許可申請書の基本的

設計方針として記載した部分と、当該方針として記載し

た適用法令の技術基準等の条項番号を記載して、説明す

ること。 

許可申請書 P5-114 の(3)火災感知設備及び消火設備に関する

安全設計(ⅱ)消火設備（屋内消火栓、屋外消火栓、可搬消防ポ

ンプ）(a) 屋内消火栓、屋外消火栓に、「消防法に基づき（中

略）第 1 加工棟には屋外消火栓を設置し、」と記載しており、

配置図を P添５別チ-15 に示している。 

配置図中の円は、数値を記載していないが、半径 40 m で屋外

消火栓からの距離を示したものである。消防法施行令第 19 条

第 3項の 1に、屋外消火栓は建築物の各部分からホース接続口

までの水平距離が 40 m 以下となるように設けること、と規定

されており、それに基づいたものである。消防法施行令第 19 条

第３項の１に基づいて有効半径 40 m の消火栓を設け、配置図

に示すように第１加工棟を包含する設計とすることを明確に

する。 

― ― 

5-19 【第１加工棟】 

・ケーブル貫通部の延焼防止用の耐熱シールについて

規定されている建築基準法施行令の条項番号を記載す

ること。 

拝承。 

建築基準法施行令第百十二条第二十項に基づくことを仕様表

に記載する。 

― ― 

5-20 【第１加工棟】 

・上記に記載した消火設備の設置の例のように、加工事

業変更許可及び設工認における要求事項が消防法や建

築基準法等の他法令による基準により確保され、許可段

階で当該設備・機器の設計が他法令の基準による基本的

設計方針が示されている場合、設備・機器の設工認申請

書においては当該基本的設計方針に基づく法令の技術

基準等の条項番号を、添付資料に記載し説明すること。 

拝承。 ― ― 
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番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-21 【屋外消火栓】 

P401 添１表２において、消火栓の管理番号が１基ずつ

識別されているが、設工認申請における施設名称が識別

されていないので、各消火栓の番号と位置を照合確認で

きない。本申請で認可を受けようとする消火栓 No と管

理番号が識別可能となるよう記載すること。 

 

適合性確認を受けるための施設の管理番号付与の仕組みにつ

いて、従前より、自動火災報知設備（感知器）、通信連絡設備

（放送設備（スピーカ））、非常用照明、誘導灯、消火器、消火

栓等の建物の付属設備に対しては、管理する内容に応じてまと

まりを持たせている。消火栓の場合は、屋内と屋外の別、仮移

設と本設の別で区分している。したがって、消火栓 1基ごとに

管理番号を付けることはしていない。しかしながら、今回のよ

うに、管理番号を付与する範囲にある消火栓の数と本申請で認

可を受けようとする範囲の消火栓の数が一致しない場合には、

申請対象の識別（特定）ができなくなる。この対策として、従

前の管理番号付与の仕組みは維持しながら、添１表２において

当該施設の管理番号の範囲に含まれる消火栓の消火栓番号を

明記することにより、管理番号と消火栓番号のリンクを明確に

し、さらに、その旨を申請書の入口である別紙において当該施

設の変更内容に注釈することとする。また、本考え方を整理す

るに当たって、「機能・性能に係る事項を含む設備・機器の設

工認申請については、位置、構造・強度と機能・性能に係る事

項を、可能な限り同一時期に申請すること」にも配慮する申請

内容とするため、当該屋外消火栓の変更内容を「一部移設」か

ら「仮移設」に変更し、すべての屋外消火栓を第 5次申請で適

合性確認することとする。 

― ― 

5-22 【第１加工棟】 

・P26 仕様表 加工施設への人の不法侵入等の防止 ： 

技術基準規則第９条の要求事項に対応し、第１加工棟を

設置する熊取事業者の加工施設への人の不法な侵入、加

工施設に危害を与える恐れがある物件が持ち込まれる

ことを防止するために講じる措置について、加工事業変

更許可申請書に記載した方針を踏まえ、核物質防護の観

点にも留意して記載すること。出入り管理装置等の設備

については、その位置を図面等に示すこと。 

 

不法侵入の記載を見直す。第１加工棟本体の設計で担保する事

項（コンクリート壁、鉄扉等）は仕様表に記載し、施設内共通

の事項（入域時の確認等）と合わせて適合性を説明する。 

― ― 
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番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-23 【第１加工棟】 

・P108 図へ－２－１－３５－２のタイトルが、「第１ 

加工棟改造構成扉配置図、建具表２」となっている。安

全機能を有する扉で、改造しない既設の扉があるか。既

設の扉がある場合、申請書本文（仕様表、図面等）に記

載漏れがなく、新規制基準で求められる安全機能をどの

ように確認し、適合性をどのように評価しているか説明

すること。改造しない壁、扉等で、安全機能を有する部

位の申請漏れがないか、再確認すること。 

図ヘ－２－１－３５－２は、改造する扉と改造しない既設扉の

両方を記載しているため、図のタイトルを見直す。 

既設の扉については、申請書本文に記載しており、新規制基準

で求められている安全機能は添２表１－３－１にて整理し、現

地調査及び関係書類により適合していることを確認している。 

―  

5-24 【粉末・ペレット貯蔵容器】 

・申請書対象としている粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型

（600 個）のうち引き続き使用する 120 個の容器につい

て、設置場所、臨界防止、溢水防護等の技術基準に基づ

く仕様が網羅された記載となっていない。本申請で 600

個のうち 480 個を撤去する工事のみを対象とする場合、

申請書（P4 の表）から削除し、仕様表、その他適合説

明の記載についても削除すること。 

本申請においては、撤去のみとして、引き続き使用するものの

申請及び適合性確認については、第５次設工認（本設備を使用

する第１－３貯蔵棟の申請を予定）にて行うこととする。 

― ― 

5-25 【防護壁 No.1】 

P236 図リ－３－１－２ 防護壁 No.1 仕様 ： 

・充填扉の耐震設計、耐竜巻設計で考慮している主要構

造部設計がわかるように記載すること。 

図リ－３－１－２について、コンクリート充填扉の主要構造部

が分かるように記載する。 

資料 5-25 ― 

5-26 【防護壁 No.1】P212～ 防護壁 No.1（耐震関係） 

・防護壁 No.1 は耐震重要度分類第１類に分類されてい

るが、コンクリート充填扉の耐震設計について、耐震第

１類の地震力がどのように働くか説明すること。また、

地震力が発生する場合、加工規則第６条の自重及び地震

力（第１類）が作用した場合に耐える設計について説明

すること。 

コンクリート充填扉は自主的に設置するものとして、鉄筋コン

クリート造部分に作用する地震力算定用の重量として考慮し

ていたが、当該コンクリート充填扉の強度評価も記載すること

とする。 

資料 5-26 ― 

5-27 【防護壁 No.1】P212～ 防護壁 No.1（耐震関係） 

・評価の結果、耐震強度を確保するための構造及び主要

な構造材については、認可申請書の仕様表及び図面等の

認可申請書本文に記載すること。 

拝承 ― ― 

5-28 【防護壁 No.1】P212～ 防護壁 No.1（耐震関係） 

・地震力が発生しない場合、添付説明書で地震力が作用

しない理由を記載し、説明すること。 

【5-26 と同じ】 ― ― 
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番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-35 【防護壁 No.1】 

P214 防護壁 No.1 仕様表（森林火災、外部火災）の欄

外(9) 「防護壁 No.1 は第１加工棟に隣接しており、

第１加工棟に対する評価に包含できる。」と記載してい

る点について、仕様表に該当する安全機能に対する設

計仕様を具体的に記載すること。そのうえで、技術基

準適合性の評価（説明）については、添付資料に記載

し、説明すること。 

 

防護壁 No.1 は、核燃料物質を内包する施設ではないが、核燃

料物質を内包する第１加工棟の竜巻防護のための施設である

ことから、外部火災に対する防護設計が必要な施設として整理

する。防護壁 No.1 の外部火災影響評価を行って、火災源や爆

発源からの離隔距離と危険限界距離、危険限界距離の記載を追

加する。 

― ― 

5-36 【防護壁 No.1】 

P213 表リ－３－１ 防護壁 No.1 仕様 ： 加工施設への

人の不法な侵入等の防止 

・[9.1-B1]の仕様として工事の計画が記載されている

ため、記載内容を見直すこと。 

【他にも、同様の記載が数か所あるので、併せて見直す

こと。】 

工事の計画は施設の仕様ではないので記載を見直す。 ― ― 

5-37 【防護壁 No.1】 

・コメント 5-25～5-36 を踏まえ、添２表１－３－２の

遮蔽壁 No.1 の各部位が有する安全機能（P461）におい

て使用する「◎」、「〇」の意味を再確認し、表中の記載

が正確に記載し、説明すること。他の建物・構築物の各

部位についても求められる安全機能に対する設計に漏

れがなく、記入されるよう再確認すること。 

拝承。 

確認の上、適正化する。 

― ― 

5-38 【設備・機器の耐震関係】 

P49 仕様表（表ヘ-5-1） 「その他許可で求める仕様」

として、「第１－１輸送物保管区域に貯蔵する輸送容器

は、耐震重要度分類第 3類相当の固定措置・・」を記載

しているが、第 3類相当の固定措置を「その他許可で求

める仕様」とした根拠について、事業許可の記載箇所と

の整合性も含め説明のこと。（P532 添付書類 2（その他

許可で求める仕様） ［99-F5］輸送容器の第 3類相当の

固定措置による転倒防止の記載も同様） 

輸送容器は、安全機能を有する施設であるが、事業変更許可申

請書 P65 に記載のとおり他の規則に基づいた安全の高いもの

を用いる前提としており、また P37 に記載のとおり輸送容器自

体には耐震重要度分類の設定もしていない。 

しかしながら、輸送容器の移動（滑り及び転倒）による他の施

設への影響を考慮して、第３類相当の固定措置を講じることを

欄外注の形で記載した。 

このことから、第３類相当の固定措置は、加工施設の技術基準

第六条への対応でなく、許可で求める仕様として整理してい

る。 

― ― 
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番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-39 【設備・機器の耐震関係】 

P49 仕様表（表ヘ-5-1）「その他許可で求める仕様」、P584

「輸送物保管区域に貯蔵する輸送容器の固定措置に関

する基本方針」転倒評価の結果から「1 段置きで管理」

（直置き）とあるが、事業許可では「第 3類相当の固定

措置を講じる」と記載されている。整合性について説明

のこと。 

また、付属書類の転倒評価で、設備・機器の設計用地震

力（全ての機器に対し 0.4G）でなく、剛構造の一次地震

力（0.24G）を適用した理由を説明のこと。 

 

事業変更許可申請書 P37 に示した固定措置は、上記【5-38】に

記載のとおり移動防止を目的としたものである。そのため、必

ずしもガイド、ストッパ等ハード的な措置によるものではな

く、転倒しない輸送物を１段置きで管理するソフト対策も含む

ものとして整理している。 

 

輸送容器は、鋼材による落下試験等にも耐える頑強な構造をし

ているため、剛構造として地震力を設定している。保守的に柔

構造とみなして地震力を 0.4G に設定しても安定モーメントが

転倒モーメントを上回るため、転倒するおそれはない。 

なお、582 頁に記載の「すべての設備・機器について柔構造と

して設計用水平震度を設定した」は、583 頁「５．４ 今回の申

請に係る設備・機器の耐震性」に掲載した設備を対象にしたも

のであり、輸送容器の転倒評価を対象にしたものではないた

め、記載を明確にする。 

― ― 

5-40 【ガンマ線モニタ 検出器】 

P190 仕様表 安全機能を有する施設の地盤 ： 技術基準

規則で「安全機能を有する施設は、地震力が作用した場

合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持

することができる地盤に設置されたものでなければな

らない。」と規定されている。当該要求事項に対する設

計仕様が仕様表に記載されていないので、地盤に関する

設計仕様を記載すること 

 

ガンマ線エリアモニタ 検出器は、安全機能を有する施設を十

分に支持することができる地盤に設置された第１加工棟に固

定する設計としている。 

その旨、仕様表に記載する。 

― ― 
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番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-41 【ガンマ線モニタ 検出器】 

・ガンマ線モニタ 検出器の警報設定値については、認

可対象として記載すること。移設前と移設後において、

検出器の設置位置の違いにより警報設定値を変更する

必要性（又は変更の必要がないこと）について説明する

こと 

 

ガンマ線エリアモニタは、事業変更許可申請書 P5-10 に示すと

おり、通常状態から逸脱するような異常を検知したときに警報

を発する設計としている。本加工施設では、線量が異常に高く

なり加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じた場合と

して、文献により得られた米国の核燃料施設における警報装置

の運用に係る知見から 500 μSv/h を想定している。警報設定

値はこの値を元に、検出器の指示誤差等を加味して、保安規定

に基づく下位文書に警報設定値として定めて管理している。 

申請書には、ガンマ線エリアモニタ 検出器が 500 μSv/h 以

下の線量を検出でき、警報を発する機能を有する旨、記載する。 

作動検査においては、警報設定値以上の線量を検出したときに

警報を発することを確認するが、警報設定値は 0～500 μSv/h

の範囲内で設定する場合がある旨、検査の方法に追記する。 

本設工認申請でガンマ線エリアモニタ 検出器を移設するが、

警報設定値は異常に高い線量を想定し一律に設定しているた

め、本設工認申請において警報設定値の見直しの必要はない。 

 

― ― 

5-42 【分割申請する際の留意事項】 

機能・性能に係る事項を含む設備・機器の設工認申請に

ついては、位置、構造・強度と機能・性能に係る事項を、

可能な限り同一時期に申請すること。 

工事の工程等でやむを得ず分割申請する場合、本申請と

次回以降申請する範囲及び取り合いを仕様表、図面、工

事の計画等に明確に記載し認可を受けうるとともに、保

安品質保証計画書に従い管理すること。 

警報・インターロックに係る機能・性能について申請す

る場合、警報設定値（○○以下）を認可対象として申請

書本文（仕様表又は図面等）に記載し、添付資料で設定

根拠を説明すること。 

 

機能・性能に係る事項を含む設備・機器の設工認申請について

は、位置、構造・強度と機能・性能に係る事項を、可能な限り

同一時期に申請するよう配慮し、工事の工程等でやむを得ず分

割申請する場合、本申請と次回以降申請する範囲及び取り合い

を仕様表、図面、工事の計画等に明確に記載する。 

 

 

警報、インターロックに係る機能・性能について、申請書には、

警報設定値の設定根拠となる設計値を認可対象として記載す

る。 

― ― 
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番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-43 【第１加工棟、防護壁 No.1（地盤・耐震関係）】 

P20 安全機能を有する施設の地盤について付属設備に

ついての記載が無い理由を要求事項に照らして説明す

ること。（5 条_評価対象の確認） 

 

 

 

 

 

 

 

土間に関する記載が２カ所にあるので適正化すること。 

 

緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、通信連絡設備 所

内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連絡設備 所内

通信連絡設備（放送設備（アンプ））、通信連絡設備 所内通信

連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））、火災感知設備 自

動火災報知設備（感知器）、火災感知設備 自動火災報知設備

（受信機）、消火設備 屋外消火栓は、安全機能を有する施設

を十分に支持することができる地盤に設置された第１加工棟

に固定する設計としている。この旨を第１加工棟の仕様に追記

する。 

 

土間については記載を適正化する。 

― ― 
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番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 申請書反映箇所 

5-46 【コメント対応整理、補正申請書反映状況表(R2/08/07) 

（H-20096）】 

5-10 P713 の MN 相関図にプロットされている曲げ及

び軸力についても、杭頭固定、杭頭ピンの 

結果のうち厳しい方を掲載している理解でいいか。（評

価方針の確認） 

 

また、MN 相関図へのプロット位置が A 及び B の曲線の

範囲外となっているが、問題ないことを説明すること。 

 

 

 

 

 

 

 

杭頭固定の場合、杭頭モーメントが基礎スラブに伝達さ

れるが、検定比が小さくなる理由を説明すること。 

 

 

杭頭固定で計算しているため、杭体の MN 相関図のプロットは

杭頭固定におけるプロットである。 

 

 

 

PHC 杭には A種、B種、C種の 3種類が存在し、その違いは杭の

製造過程における主筋への初期張力（プレテンション）の導入

量であり、C種は最も主筋への張力の導入が大きく、曲げに強

い。今回は C種を採用していることから、プロットが Cの曲線

の範囲内にあれば問題ない。 

PHC 杭が C 種であることは、P.212 仕様表の「安全機能を有す

る施設の地盤」、P.712 耐震計算書の「④杭体の評価」に記載し

ている。 

 

基礎部の配筋は P.238 図リ－３－１－４にあるように、杭と

の接合部には、杭との応力伝達を確実に行うための梁配筋（上

下主筋及びあばら筋）を行い、梁配筋の間には単なるスラブ配

筋（上下主筋のみ）を行っている。 

杭頭からの曲げ戻しのモーメントを負担する梁配筋部と杭と

の応力伝達を担わず壁部分との応力伝達のみを負担するスラ

ブ配筋部の双方を評価したところ、スラブ配筋部の方が結果が

厳しくなる。 

申請書には厳しい方のスラブ配筋部の評価結果を記載してい

ることから、杭からの曲げ戻しモーメントが記載されていな

い。梁配筋部、スラブ配筋部の双方の評価を記載し、杭からの

曲げ戻しについても考慮していることを明記する。 

 

― ― 
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